
盛土規制法の規制区域内（市内全域）

①開発許可不要工事

②盛土規制法運用開始前に
　開発許可を取得し、かつ工事着手済み

③盛土規制法運用開始前に
　開発許可を取得し、かつ工事未着手

④盛土規制法運用開始後に
　開発許可を取得した工事

※工事は盛土規制法の「宅地造成等工事規制区域」の許可規模、「特定盛土等規制区域」の届出規模を指す

工事内容

　　　　　　　　　　　盛土規制法運用開始前後の手続きについて        　　　　　

工事着手
２１日以内に届出 （届出期間：令和７年６月１６日）

２１日以内に届出 （届出期間：令和７年６月１６日）
申請 許可 工事着手

申請 許可 工事着手盛土規制法の許可を受けるまで着手不可

工事着手許可申請

申請 許可 工事着手

盛土規制法のみなし許可（中間検査・定期報告の対象）

令和７年５月２６日

（盛土規制法運用開始日）

青：宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）

赤：開発許可（都市計画法）


